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遺伝性腫瘍 研修施設の申請について、お知らせします。  

 

2017 年度に限り、暫定指導医の合格通知をもって、研修施設の申請を認めます。  

 

認定証の発⾏が遅れており、お詫び申し上げます。  

なお、遺伝性腫瘍研修施設の認定要件として、「（暫定）指導医が 1 名以上いること」を 

2017 年度より 2026 年度末まで 10 年間、適⽤します。  

暫定指導医に関しては、専⾨医の取得の有無は問いません。  

（暫定でない指導医は、専⾨医の取得・維持が必要です。） 

 

 2027 年度より、暫定遺伝性腫瘍指導医の資格は廃⽌され、暫定指導医による研修施設の 

資格は失われますのでご注意ください。  

2027 年までに、専⾨医、さらに指導医をご取得し、研修施設の資格を更新いただきますよ

うお願いします。  
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